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我が国の大学の欠陥
解消の一方法としてのG.P.A.制度

桜美林大学・教学担当副学長　諸星　裕

はじめに

日本の大学の欠陥とその欠陥を解消する一手段

としてのG.P.A.（Grade Point Average）／アドバイザ

ー制度について講演する。G.P.A.制度には、大学

教育の根幹の考え方を覆す概念がたくさん詰まっ

ている。桜美林大学では、かなり完成度の高い

G.P.A.制度を4年前から始めており、その成果の

ひとつとして8人の学生がこの3月に在学3年の

早期卒業制度の適用を受けることになった。

我が国の大学の欠陥

(1)ミッションの欠如

最大の欠陥のひとつがミッションの欠如である。つまり、この大学は一体何

をする大学なのかが判然としていないのである。ミッションがもとになり、その

ミッションを達成するためにカリキュラムが作られ、そのカリキュラムのために

授業と教員が必要になるはずである。しかし、我が国の大学はギルド的に設

立されているために、その順番が逆になってしまっている。教員が先ではな

く、「はじめに学生ありき」でなくてはならない。

(2)学部教授会の職責とその弊害

学部教授会は、本来、協議するところであり決定機関ではないはずだが、

責任をとらないままカリキュラムをはじめとする重要事項を決定、管理してい

る。これによって生じる学部間の障壁が、日本の大学の致命的な欠陥になっ

ている。学生を学部の中で抱え込んでしまい他学部の授業を履修できなくす

るなど、学生の自由な勉学環境を破壊している。また、カリキュラムは世間の

要求と共に変わっていかなければならないが、これも教員の交代によって容

易に変わっていってしまい、授業内容の重複や欠落を生じさせている。さら

に、大学マネージメントとの乖離を引き起こす原因にもなっている。

(3)教員の accountability

大学教員は何をする職業であろうか。次の4点が教員の仕事であり、これ

に則って教員評価をしようと考えている。
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・教育

・研究

・学生の成長に貢献

・大学及び外の社会への貢献

しかし、だれに対してaccountabilityなのかというのは重要で

あり、決して教員評価イコール授業評価だけではない。

(4)職員の専門性の欠如

これも致命的な欠陥のひとつである。日本ではどうしても

終身雇用制に基づいてgeneralistを養成してしまい specialist

が育たない。その結果、専門性の低さに起因して教員と従属

的な主従関係のようなものができてしまっている。

(5)マネージメントの欠如

理事長と学長が同じというのは妙であり、経営とacademic

management はある程度いい緊張関係がないと成立しない。

学部長によるマネージメントも不可能なのではないかと思って

いる。

(6)学外との隔離、閉鎖性

大学はコミュニティーのアセットである。ミッションに即して

地域と関係をもち、貢献していかなければならない。

(7)システムの欠如

このようにして見ていくと大学の管理体制組織の未熟さが

浮き彫りになってくる。大学というコミュニティー（卒業生、地

域社会、産業界）を把握できていないからであるが、たとえば、

卒業生をきちんと把握することで、寄付金なども十分に集まっ

てくるはずである。しかし、実は大学の産物というのは卒業生

でなく単位である。単位を産物とみなすことによって、大学全

体をビジネスとして考えられるようになる。つまり、教員ひとり

が１年間に何単位を叩き出したかということが、予算の一番の

原点になっていなければならないし、そうすることによって初

めて公平性も出てくる。いまの授業料に基づいた予算は完全

にどんぶり勘定である。教育に関して計算できる最小の単位

はやはり大学の出す単位であるから、単位制授業料を導入し

ていくべきである。ここで用いる概念が F.T.E（Full Time

Equivalent）、すなわちフルタイムの学生が何人いるかという換

算方法であり、マネージメントをする上でとても便利な概念で

ある。そして、最終的には、G.P.A.制度、アドバイザー制度へ

と帰着することになる。

G.P.A.／アドバイザー制度

(1)G.P.A.とは？

学生の成績評価を数値化したもので、学業のprogressをモ

ニターする大変優れたシステムであり、アメリカでは120年以

上の歴史がある。これによってアドバイザーによる学習指導が

スムーズになるだけでなく、専門課程への進学や奨学金取得

条件の指針、定員調節などにも利用できる。アメリカなどでは、

自動車保険の料率にも影響を及ぼしている。

(2)G.P.A.制度の前提条件

セメスター完結型の学期構成とアドバイザー制度の確立が

必要になる。教員はひとり１学年10人合計40人のアドバイザ

ーになり、学生はアドバイザーのサインがないと履修申告でき

ないシステムにする。

(3)G.P.A.制度で使われる評価方法

次のような評価を使用する。

・Letter Grade ABCDE 5段階の場合、Eは不合格
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・I（incomplete） 履修未完了、次学期に完了

・S（satisfactory） 単位履修完了、G.P.A.計算外

・U（unsatisfactory） 単位履修不可、G.P.A.計算外

・X（継続中） 2 学期にわたるインターンシップ

や論文などの１学期目の成績、

G.P.A.計算外、Iで代用

(4)G.P.A.の算出

成績点をA: 4.0、B: 3.0、C: 2.0、D: 1.0、E: 0.0とし、次

式に基づいて計算する。

G.P.A.＝
（科目の単位数×科目の成績点）の総和

履修合計単位数

履修合計単位数を分母にするのがミソであり、これによ

って無駄な履修申告がなくなる。

(5)桜美林大学におけるG.P.A.

桜美林大学では、アドバイザー制度のもとで次のように

G.P.A.を運用している。

・１セメスター当たりの履修単位制限、規準単位……20単位

・G.P.A.が前セメスター3.0以上の学生に対する履修上限の緩和

……24単位

・G.P.A.が前セメスター3.5以上の学生に対する履修上限の緩和

……28単位

・累積G.P.A.3.6以上の学生の早期卒業（在学3年間以上）

・G.P.A.が前セメスター2.0未満の学生に対する履修制限

……16単位（これは決してペナルティーではなく、16単位に抑

えてそれだけはしっかりやってもらおうという意味）

・G.P.A.2.0未満を2セメスター継続の学生に対して保証人呼び出し

・G.P.A.2.0未満を３セメスター継続の学生に対して退学勧告

我が国の大学の欠陥－解消の一方法としてのG.P.A.制度

FDセミナーに参加して 納富信留（文学部）

FDセミナーに参加する意義は、大学の教育・研究体制につ

いて広く情報や意見を集めながら、現状を見直す事にあるだ

ろう。諸星裕氏をむかえた第3回セミナーは、参加した私たち

に、そのような新たな視点と刺激を与えてくれた。

ICU（国際基督教大学）に学び、米国の大学院で研究・教育

にあたられた諸星氏は、ご自身の経験から日本の大学を厳し

く論評する。小手先の変革ではなく、大学とは何のためにあ

るか、誰のものかという根本的な反省が必要である。また、学

生、職員、学外（地域、卒業生）との関わりを等閑にしている大

学は、結局は行き詰ってしまうだろう。このような厳しい現状認

識は、日本で大学改革の激震が続く中、大学の真の自律は大

局的な見地からのみ確保されることを示してくれる。大切なの

は、実は当たり前のこと、つまり、外に開かれた合理的なあり

方なのである。

また後半では、日本でもすでに多くの大学が導入し、義塾

でも検討が始まっているGPA制度について、実際の運用にあ

たってのエピソードを交えて興味深く解説された。昨年私が所

属する学部で制度導入の是非について議論がなされた折に

は、GPAが「相対評価」を前提としているがゆえに人数や内容

の点で本学部の授業には馴染まない、という反対意見が多く

出された。しかし、この点を質疑応答で確認したところ、桜美

林大学ではGPA制度を相対評価に基づいてなしてはおらず、

教員の責任における絶対評価の中で調整をしている、との現

状説明があった。そのような制度運用が可能であることを初め

て知り、精確な情報をもってこそ制度の是非が云々できること

を痛感した。他方で、GPA制度に伴うアドバイザー制度は、

学生のケアに有効であると同時に、教員に多くの負担を強い

る様も伺われた。結局は、制度にもまして、教員ひとりひとりの

自覚と努力が大切なのだ。

大学の教育・研究・運営をどのように改善していくかについ

ては、目下様々な取り組みがなされている。外国や他大学の

試みをやみくもに真似るのではなく、私たち自身が何を実現す

べきかの理念をもち、しっかり勉強し考えていく必要性を実感

した。
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・Drop/Add期間の設定（履修申告締切日の翌日から2週間は、

科目の削除と追加が可能）

(6)次セメスターのG.P.A.の変動

最下位グループの学生のG.P.A.は次セメスターで0.6 ～

0.8 上昇し、モチベーションの向上が見られた。2 期連続

G.P.A.2.0 未満の者の中には、翌セメスターのG.P.A.が3.0

以上になった者も見受けられた。

(7)2001年度入学者と退学者

入学者の5％は退学し、勧告による退学はこのうち31％で

あった。また、残り69％の3分の1程度は、成績不良による

ものと考えられる。

(8)G.P.A.のメリット

G.P.A.にはたくさんのメリットがあり、そのひとつはアドバイ

ザーの存在による学生の帰属意識の覚醒である。また、教員

の学生理解、ひいては大学全体の理解にも役立っている。も

ちろん、教育効果を数値化することで、本来の目的である個々

の学生に指針を与えるためのツールとしての役割も果たして

いる。各科目の特性、教育効果を検証するツールとして利用

すれば教員の啓蒙にもなる。教育施設の有効利用や単位制授

業料の導入などその効果は計り知れない。

PROFILE

諸星　裕（桜美林大学副学長）

1946年 神奈川県生まれ
1969年 国際基督教大学（ICU）教養学部を卒業
1971年 ブリガムヤング大学(米国)大学院修士課程修了

犯罪学博士（ユタ大学）
1977年 ミネソタ州セントクラウド大学レクリエーション学科助教授
1986年 ミネソタ州立大学機構社会学教授
1987年 ミネソタ州立大学学部長代行
1989年 ミネソタ州立大学秋田校の学長として帰国
1998年 桜美林大学大学院教授
1999年 桜美林大学大学院副学長に就任

「コメントシートから」 近藤明彦（センター副所長）

能力をどのように評価していくのかという明確な指針も必要だと考え

る。ひとりひとりの学生の持つ能力の貢献につながる大学教育のあり

方が問われていることを強く感じている。

◎アメリカの大学制度にも問題があると思うし、GPAにはデメリットもあ

ると聞いている。GPAのデメリットやアメリカの大学でGPAの評価が

どうなっているかという話も聞きたかった。単位と授業料が直接関係

してくるようになれば、少人数のクラスは、どうなるか…。

◎GPAに関してこれまでに理解できていなかった点が明確になった。

単に評価や管理のためのアイテムとしてではなく意味を理解したうえ

で有効に活用されなければならないと思う。実施にあたっては少なく

とも教員側はそれを十分理解する必要があるだろうと思う。

◎大学と教員のミッションについての話が刺激に満ちていた。また職

員の専門性についても日頃感じていることだけに、うなづけるものが

あった。いずれにせよ、教員・職員ともに強いプロ意識を持たなけれ

ばならないと再認識した。

◎大学の教育現場において、今まではaccountabilityが問われてこな

かったと思う。今後GPAが導入されれば、学生だけでなく教員の意

識改革につながることであろう。

◎大学経営という視点で大変明解な改革案を伺えた。特にGPAにつ

いては、その詳細とメリットを教えて頂き感謝している。できれば、デ

メリットについてのコメントもお伺いしたかった。

◎GPAについては実施された具体的経験が大いに参考になった（私

の学部では理念的な論議はしていないよう思われたので）。大学の理

念についても大いに刺激になった。

◎大学のミッション（教職員の役割など）やマネジメントなど、整理され

た内容で理解が深まった。GPAについても実践されている学校の具

体的な話が聞けて、今までもっていたイメージがやや変化した。

◎GPAが学生の帰属意識を高めるのは、アドバイザー制度があるか

らだけではなく、教育の質向上への大学からのメッセージが伝わるか

らではないか。そして、それは、卒業後の母校への帰属意識につなが

るのではないかと感じた。

◎GPAが教育の意識の変革に役立つということが明解な説明により理

解できた。ただ、その推進にかかるパワーも相当なものであると感じた。

◎GPAの導入によって学生の学習意欲の喚起もさることながら、教員

自身の教育能力の向上が問われていることを実感した。ただ、現在の

大学教員の評価の際には、論文数が大きな意味を持ち、教育に関す

る評価は、あまりなされていないのが現状と思う。教員に求められる
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